
別紙１ 

政策提言フォーマット 

 

１ 団体概要 

 

      団体名                            所在地 

  

日本環境倶楽部 

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 浜 町

3-35-5-703 
 

   代 表                                                                     

 理事長 藤田 史郎  

 

   担 当              連絡先  tel                              

 池田 隆 ０３－３６６８－８９３３ 

                                          fax                              

 ０３－３６６８－８９３４ 

                        e-mail                           

 iryu@qj8.so-net.ne.jp 

 

 団体の活動プロフィール                                                          

日本環境倶楽部は、平成７年に経団連の環境問題に危機感を抱いた有志による「環境技術研究会」と

して発足しました。その後日本環境倶楽部と名称を変え、平成 13 年３月には特定非営利活動法人と

して法人格も取得しました。定款第３条（目的）にも記載してある通り、環境問題の解決に企業・行

政そして専門家のネットワークを活用して進めております。 

民間営利団体ではない私達は、特定の環境問題に対する専門家を常勤スタッフとして擁し事業を行う

訳ではなく、多くの人とネットワークを構築して必要に応じて有機的かつ戦略的な行動を心がけてい

ます。 

環境問題の解決をさまざまな切り口から解決していこうと、問題の種類やそのアプローチ毎にメンバ

ーを募集して研究会などを立ち上げ解決に向けた方向性を探るという方式を採用しています。 

例えば、昨年度においては「ＩＴ革命と環境経営」をテーマに業種の異なる企業の方をメンバーに迎

え研究を行いその可能性と課題を調査しました、また「食品リサイクル研究会」では、本年５月より

施行された法律に伴う食品廃棄物の有効な減量化・リサイクル方法について先進事例などを元に研究

しています。 

また、毎月様々な角度から環境についての動向を少しでも多くの方に知っていただこうと環境セミナ

ーを開催しています。（別紙参照：環境セミナーの実績と予定） 
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別紙２ 

政策提言フォーマット 

 

２ 政策提言概要 

    （政策提言のエッセンスを下記フォーマットに基づいて紹介して下さい。） 

                                                                                 

（１） テーマ 

建設廃棄物の適正処理の促進 

 

（２）政策対象分野 

 廃棄物（適正処理）・リサイクル政策 
 

（３）政策手段       

法令の制定・改正、その他 
 

（４）提言概要       

 

（建設廃棄物の適正処理に向けて） 

①マニフェスト制度の見直し 
 ・現状のマニフェスト伝票の意義／位置付けを再認識した上でよりシンプルな運用へ移行する

 →数量把握、納品（作業確認）、最低限の適正処理を目的とした制度 

 

および 

 

②その他の不法投棄の防止に向けた環境政策の導入 
 ・排出事業者の廃棄物処分における処理ルート、処理方法、処分地確認の義務化 

 ・建設廃棄物の内、不法投棄のリスクの大きい一般家屋の建築廃材等を扱う事業者に対する

  預託金制度等の環境施策の施行 

 

を提言します。 

 

（５）政策の推進に当たっての検討事項 

（課題）環境施策に関しては、最適な政策を各業界の関係者、学識者などにより検討する事が不

可欠です。 

（メリット）不法投棄の減少による社会コストの低減が望まれます。 
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